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個人情報ファイル簿（単票）        【部署名】健康福祉部福祉課 

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称 地域福祉計画に関するアンケート調査 

行 政 機 関 等 の 名 称 千早赤阪村長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

を つ か さ ど る 組 織 の 名 称 
健康福祉部福祉課 

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的 

地域福祉計画策定にあたり、福祉サービス等に対するニーズや

福祉意識、地域福祉活動への参加意向等の把握及び分析を目的

に利用 

記 録 項 目 

本村住民基本台帳システムに記載されている者のうち、調査年

度 10月 1日時点の 18歳以上の男女 

氏名、氏名カナ、性別、住所、生年月日、世帯主、続柄 

記 録 範 囲 
本村住民基本台帳システムに記載されている者のうち、調査年

度 10月 1日時点の 18歳以上の男女 

記 録 情 報 の 収 集 方 法 住民基本台帳システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、 

そ の 旨 
含まない 

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び 

所 在 地 

（名 称）千早赤阪村総務部総務課 

（所在地）〒585-8501 

     大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分 180番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

に よ る 特 別 の 手 続 等 
- 

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別 

■法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

個人情報の保護に関する法律

施行令第 21条第７項に該当す

るファイル 

□有 ■無 

 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

す る 個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組 織 の 名 称 及 び 所 在 地 
実施なし 

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 概 要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

て い る と き は そ の 旨 
- 

備 考  
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保 有 開 始 日 平成２４年１月３０日 

廃 止 日  

最 終 更 新 日 令和５年１月２５日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【部署名】健康福祉部福祉課 

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称 介護保険被保険者台帳 

行 政 機 関 等 の 名 称 千早赤阪村長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

を つ か さ ど る 組 織 の 名 称 
健康福祉部福祉課 

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的 

介護保険法に基づく介護保険資格記録管理、介護宛名管理にか

かる業務を行うため。介護認定申請業務における資格条件等の

確認を行うため。 

記 録 項 目 

氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号、本籍・国籍、

続柄、資産状況、収入状況、介護保険資格記録状況、介護宛名

管理 

記 録 範 囲 
村内の 65歳以上の高齢者及び介護認定のある 40歳以上～65歳

未満の者、住所地特例施設入所の者 

記 録 情 報 の 収 集 方 法 本人、住民基本台帳システム、公用請求により官公署等 

要配慮個人情報が含まれるときは、 

そ の 旨 
含まない 

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先 他市町村 

開示請求等を受理する組織の名称及び 

所 在 地 

（名 称）千早赤阪村総務部総務課 

（所在地）〒585-8501 

大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分 180番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

に よ る 特 別 の 手 続 等 
― 

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別 

■法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

個人情報の保護に関する法律

施行令第 21条第７項に該当す

るファイル 

 □有 ■無 

 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

す る 個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組 織 の 名 称 及 び 所 在 地 
（実施なし） 

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 概 要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

て い る と き は そ の 旨 
― 

備 考  
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保 有 開 始 日 平成１３年１０月１日 

廃 止 日  

最 終 更 新 日 令和５年１月２５日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【部署名】健康福祉部福祉課 

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称 介護保険料徴収台帳 

行 政 機 関 等 の 名 称 千早赤阪村長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

を つ か さ ど る 組 織 の 名 称 
健康福祉部福祉課 

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的 介護保険法に基づく介護保険料徴収にかかる業務を行うため。 

記 録 項 目 

氏名、性別、年齢、生年月日、住所、続柄、収入状況、課税情

報、世帯員課税情報、預金口座番号、財産状況、健康保険証番

号、基礎年金番号、賦課年度、所得段階、調定額、徴収方法、

収納額、未納額、過誤納額、減免額 

記 録 範 囲 村内の 65歳以上の者、住所地特例施設入所の者 

記 録 情 報 の 収 集 方 法 本人、住民基本台帳システム、公用請求により官公署等 

要配慮個人情報が含まれるときは、 

そ の 旨 
含まない 

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先 他市町村 

開示請求等を受理する組織の名称及び 

所 在 地 

（名 称）千早赤阪村総務部総務課 

（所在地）〒585-8501 

大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分 180番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

に よ る 特 別 の 手 続 等 
― 

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別 

■法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

個人情報の保護に関する法律

施行令第 21条第７項に該当す

るファイル 

 □有 ■無 

 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

す る 個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組 織 の 名 称 及 び 所 在 地 
（実施なし） 

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 概 要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

て い る と き は そ の 旨 
― 

備 考  
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保 有 開 始 日 平成１３年１０月１日 

廃 止 日  

最 終 更 新 日 令和５年１月２５日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【部署名】健康福祉部福祉課 

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称 介護保険料賦課台帳 

行 政 機 関 等 の 名 称 千早赤阪村長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

を つ か さ ど る 組 織 の 名 称 
健康福祉部福祉課 

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的 介護保険法に基づく介護保険料賦課にかかる業務を行うため。 

記 録 項 目 

氏名、性別、年齢、生年月日、住所、続柄、収入状況、課税情

報、世帯員課税情報、預金口座番号、財産状況、健康保険証番

号、基礎年金番号、賦課年度、所得段階、徴収方法、減免額 

記 録 範 囲 村内の 65歳以上の者、住所地特例施設入所の者 

記 録 情 報 の 収 集 方 法 本人、住民基本台帳システム、公用請求により官公署等 

要配慮個人情報が含まれるときは、 

そ の 旨 
含まない 

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先 他市町村 

開示請求等を受理する組織の名称及び 

所 在 地 

（名 称）千早赤阪村総務部総務課 

（所在地）〒585-8501 

大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分 180番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

に よ る 特 別 の 手 続 等 
― 

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別 

■法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

個人情報の保護に関する法律

施行令第 21条第７項に該当す

るファイル 

 □有 ■無 

 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

す る 個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組 織 の 名 称 及 び 所 在 地 
実施なし 

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 概 要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

て い る と き は そ の 旨 
― 

備 考  
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保 有 開 始 日 平成１３年１０月１日 

廃 止 日  

最 終 更 新 日 令和５年１月２５日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【部署名】健康福祉部福祉課 

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称 転入・死亡・転出・住所地特例者一覧 

行 政 機 関 等 の 名 称 千早赤阪村長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

を つ か さ ど る 組 織 の 名 称 
健康福祉部福祉課 

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的 
介護保険資格記録管理、介護宛名管理、介護保険料賦課算定・

更正にかかる業務を行うため。 

記 録 項 目 

氏名、被保険者番号、届出日、異動日、前住所地、施設名、要

介護度、施設入所日、介護保険料の徴収方法、高齢福祉サービ

スの利用状況、その他備考 

記 録 範 囲 
村内の 65歳以上の高齢者及び介護認定のある 40歳以上～65歳

未満の者、住所地特例施設入所の者 

記 録 情 報 の 収 集 方 法 介護保険システム、本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、 

そ の 旨 
含まない 

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び 

所 在 地 

（名 称）千早赤阪村総務部総務課 

（所在地）〒585-8501 

大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分 180番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

に よ る 特 別 の 手 続 等 
― 

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別 

□法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

■法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

個人情報の保護に関する法律

施行令第 21条第７項に該当す

るファイル 

 □有 □無 

 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

す る 個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組 織 の 名 称 及 び 所 在 地 
（実施なし） 

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の 概 要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

て い る と き は そ の 旨 
― 

備 考  
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保 有 開 始 日 平成１３年１０月１日 

廃 止 日  

最 終 更 新 日 令和５年１月２５日 

 


